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開会 午後１時００分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） こんにちは。

会議に先立ち、町長のご挨拶をお願いいたします。町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 皆さん、こんにちは。

本日は、平成１６年第３回臨時議会を開くに当たりまして、一言ご挨拶を申し上

げます。

議員の皆様におかれましては、公私ともに何かとご多忙のところ、ご出席いただ

き、誠にありがたくお礼を申し上げるところでございます。

さて、先の相次ぐ台風また地震等の災害発生で被害に遭われました皆様方に心か

らお見舞いを申し上げるところでございます。私も町民の皆様が安心して暮らせる

よう、知恵を出し、勇気を奮い起こして関係諸機関に対して早期復旧を訴え、その

実現に全力を尽くす覚悟でございます。

次に、１０月１３日の日に議長及び企業等誘致特別委員会の皆様と法務省に出向

き、矯正施設の設置に関する要望書を提出してまいりました。今後は、町政座談会

などの場を設け、説明会を開き、町民の皆様のご理解を得るべく、努力をする予定

でございますので、議員各位の皆様方のなお一層のご支援をよろしくお願いをいた

します。

今時の臨時議会におきましては、承認１件と議案１件、合わせまして２件のご審

議をお願いするわけでございます。何とぞ、よろしくご審議をいただきまして、ご

承認またご決議を賜りますようお願いを申し上げ、挨拶といたします。よろしくお

願いをいたします。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） どうもありがとうございました。

ただいまから平成１６年第３回高森町議会臨時会を開会します。

これから、本日の会議を開きます。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（相馬俊行君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、１０番 甲斐正一君、１

２番 三森義高君を指名します。

－－－－－－－○－－－－－－－
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日程第２ 会期の決定

○議長（相馬俊行君） 日程第２ 会期の決定を議題とします。

お諮りします。

本臨時会は、本日１０月２８日の１日にしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、会期は、本日１日に決定しまし

た。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第３ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて

○議長（相馬俊行君） 日程第３ 承認第６号、専決処分の承認を求めることについて

を議題とします。

本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長 渡辺哲郎君。

○総務課長（渡辺哲郎君） こんにちは。

承認第６号、専決処分の承認を求めることについてご説明を申し上げます。

専第６号で専決処分いたしました熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び規約の一部変更については、平成１６年１０月３１日で釈迦院

ダム水道企業団が解散することに伴う数の減少と規約の一部変更です。

関係市町村同文議決であり、規約の施行日が１１月１日からとなっており、早急

に事務処理をする必要があり、専決処分をしたものでございます。

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議をいただきまして、ご承認賜りますよう

お願いいたします。

○議長（相馬俊行君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。討論を行います。討論はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 討論なしと認めます。

これから、承認第６号、専決処分の承認を求めることについてを採決いたしま

す。本件について、承認することにご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。したがって、承認第６号、専決処分の承
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認を求めることについては、これを承認することに決定しました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第４ 議案第５７号 阿蘇広域行政事務組合の規約の一部変更について

○議長（相馬俊行君） 日程第４ 議案第５７号、阿蘇広域行政事務組合の規約の一部

変更についてを議題といたします。

本案について提案理由の説明を求めます。総務課長 渡辺哲郎君。

○総務課長（渡辺哲郎君） 議案第５７号、阿蘇広域行政事務組合の規約の一部変更に

ついてご説明申し上げます。

広域市町村圏整備措置要綱に基づく広域市町村圏について、平成１７年２月１１

日、上益城郡矢部町及び同郡清和村と阿蘇郡蘇陽町が合併、上益城郡山都町が設置

されることになっております。３町村より県に対しまして、圏域の変更、要望がな

されており、蘇陽町が圏域変更になることから、阿蘇広域市町村圏における一体的

な振興整備を目的として設置してある阿蘇ふるさと市町村基金のうち、蘇陽町が出

資相当額分を蘇陽町に対して財産処分する必要があり、規約の変更を行うものでご

ざいます。

この規約の改正につきましては、同文議決となっておりますので、よろしくお願

いいたします

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議をいただきまして、ご決定賜りますよう

お願いいたしまして、説明を終わります。

○議長（相馬俊行君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから、質疑を行いま

す。質疑はありませんか。１３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） １３番 佐伯です。

来年に各阿蘇郡内におきましても、町村合併がいくつかの町村によって行われよ

うとしております。それで、今まで阿蘇１２カ町村は阿蘇広域行政事務組合といた

しまして、様々な生活関連の事務事業等をこの広域行政事務組合等でやってまいり

ましたが、今回合併の流れによって、当然、こういうふうに規約、条例の改正等も

していかなければならないと思います。

今、総務課長が言われました市町村圏の旧で言えばデザインセンターですね、そ

ちらの方の出資金なんですけれども、様々な事業を今までされております。小国の

町長さんを理事長として。しかしながら、全額使うということはなく、そのうちの

いくらかは国債運用の方に充てていらっしゃる。そして、年間の活動費はその残っ

た分でいろいろ事業をされていらっしゃるということなんですが、なかなかその中
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で漠然とした形で、抜けられるからということで、出資額はわかっておるんですけ

れども、相当額となりますと、これはなかなか難しい問題が出てくると思いますけ

れども、そのあたりについ、相当額というところが漠然としすぎるような気がいた

しますが、計算方法等について行なった案があれば、教えていただきたいと思いま

す。

○議長（相馬俊行君） 総務課長 渡辺哲郎君。

○総務課長（渡辺哲郎君） この阿蘇ふるさと市町村圏基金といいますのは、１２カ町

村と県とが出資を行いまして、１０億円の基金を積み立て、それによります利子に

よって、いろいろな事業が執り行われてきております。相当額分といいますのは、

それぞれに出資されておりますけれども、その当時、交付税あたりで返還がなされ

ており、そういった分で相当額という形になっております。

以上でございます。

○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） ふるさと市町村圏基金なんですけれども、旧デザインセンタ

ーですね、それは別かな。いろいろな事業を広域の方でされるんですが、事業のボ

リュームと申しますか、事業のかかるいろんな費用というのは、その町村ごとによ

って様々に違ってくるわけですね。今回、特に、蘇陽町が抜けられるということ

で、広域行政事務組合に対して、負担金もいろいろ納めていらっしゃった。介護保

険とか、広域事務についての負担金も納めていらっしゃる。広域消防についても納

めていらっしゃるわけですね。それも含めて、今後、その相当額について、年度が

かわる時ですから、戻す必要もないかなと思うんですが、そういうふうに還付する

可能性が完璧に出てきているわけですね。今回の出資金の相当額についてもという

ことなんですが、問題は、今回、この出資金なんですが、先ほど、私が間違ってい

たデザインセンターの関連のやつ、あれが確か３０億円ぐらいあったと思うんです

ね。あれの方の話し合いはどういうふうになっているんでしょうか。町村から確か

１０億円ぐらい出しておるんじゃなかですかな。県の方からも出ている。そして、

合わせて３０億円近くだったと思うんですが、それについても、おそらく蘇陽町に

戻さなくちゃならないと思うんですが、それの方が金額が大きいと思うんですけれ

ども、そのあたりはどうなっているんでしょうか。

○議長（相馬俊行君） 企画財政課長 村上源喜君。

○企画財政課長（村上源喜君） デザインセンターの出資金につきましては、先ほど議

員言われましたように、総額で３０億円でございます。本町が出資しております額



－ 9 －

が、手元に資料持っておりませんが、約１億４千数百万円だったと思います。この

関係につきまして、私、幹事会等に出ておりますけれども、現在のところ、蘇陽町

さんの方から脱退されるという表明は受けていないというふうに記憶しておりま

す。

○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） ふるさと市町村圏は要するに問題は阿蘇広域が、この基金の

窓口となって、窓口、阿蘇広域を経由して、阿蘇デザインセンターの方にお金が流

れていっているわけですね。流れ的には。違いますか。でも、広域行政事務組合で

デザインセンターの基金の分については、一度、予算を図っていた経緯があったと

思うんですよね、当時は。だから、広域の方でも結構デザインセンターの基金の運

用についての意見も出ておりましたが、ただ問題は、蘇陽町さんが上益城郡に行か

れるわけですよね。そうなってくると、阿蘇デザインセンターの方を脱退はされな

いとは言っていらっしゃいますけれども、後々は出てくると思うんですよね。その

際には、またこういうふうな規定、要するに、規約の改正等がまた各項目ごとに随

時、今から先、その都度、出てくるという形になってくるんでしょうか。今回は、

たまたまこの出資金の返還とか、いろんな問題なんですけれども、その都度、その

都度ということで、一遍にやるということはなかなかできないものだったんでしょ

うかね。

○議長（相馬俊行君） 総務課長 渡辺哲郎君。

○総務課長（渡辺哲郎君） 一応、広域行政につきましては、現段階でいろいろな今後

の詰め作業といいますか、そういった分については、計画がなされておりますけれ

ども、そういったデザインセンターについては、まだ今のところ、広域の方との関

連は出てきておりません。広域につきましては、数の減少、または規約の変更あた

りが今後、南阿蘇村及び阿蘇市、そして蘇陽町が圏域が外れる分の規約改正あたり

が１２月の議会の方に提案させていただくような形で、今、広域の方で事務を進め

ております。

以上でございます。

○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） 阿蘇１２カ町村と申しましても、いろいろ規約改正の中で、

新旧対照表を見られるとわかりますとおり、し尿汲み取りは蘇陽町は入っていなか

ったり、西原村辺りも許認可だけになっていたり、ゴミ収集についても、蘇陽町辺

り入っていなかったりということで、それぞれ今まで１２カ町村で全部の業務を全
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部一緒にやっていたと皆さんは思っていらっしゃると思うんですが、違うんです

ね。ですから、そこあたりでもう合併をする期日がわかっているのであるならば、

やはり早めにこういう作業等についてはやっていらっしゃらないと私はあとでいざ

今までの出資金を返還するときに、返還額についての混雑が私は生まれてくるんじ

ゃないかなと思うわけですね。ＲＤＦ工場とか、リサイクルプラザ等については、

蘇陽町さんは、要するに加入されていらっしゃらないから、それに対しての負担金

の返納なんていうことは実際にはないわけなんですが、ただ、問題は、デザインセ

ンターだけは、今後、やっぱり元々の目的が阿蘇１２カ町村、阿蘇郡内のいろんな

観光とか、地域の振興等を目的にした基金でございますから、そうなってきた時

に、私達が蘇陽町さんのことをどうのこうのというと失礼になるんですけれども、

やっぱりこれも出てくる問題だと思うわけですね。ですから、やっぱり早めの規約

改正、また、いろんな条例規則等の調整をやっておかないと、押し詰まってしまっ

てから、一遍にどっとなされても、なかなか慎重な審議というものはやりづらいと

ころが出てくるんじゃないかなと思っております。往々にして、広域の方の事務と

いうのは、外に出る仕事も結構ありますから、事務的に進みが早いか遅いかという

評価は避けたいと思いますけれども、幹事会等には総務課長等も出られますから、

十分そのあたりについての経験を生かした意見等は広域の中でお話をしていただき

たいと、また、うちの方の広域の議会の方にも優秀な監査委員さんと優秀な長老の

議員さんが出ていらっしゃいますから、それなりに中身の濃い議論をやっていただ

きたいと。来年にはそれぞれ町村が再編されますので、その際に、いろんな混雑が

生じないように、広域を中心としていろんな混雑が生じないようにお願いをしてお

きたいと思います。総務課長、よろしくお願いしておきます。

○議長（相馬俊行君） ほかにございませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。

討論を行います。討論はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 討論なしと認めます。

これから、議案第５７号、阿蘇広域行政事務組合の規約の一部変更についてを採

決いたします。

お諮りいたします。

本案は原案のとおり決定したいと思います。これにご異議ありませんか。
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、議案第５７号、阿蘇広域行政事

務組合の規約の一部変更については、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第５ 議員派遣の件

○議長（相馬俊行君） 日程第５ 議員派遣の件についてを議題とします。

お諮りいたします。

本件については、お手元に配布してあります内容で派遣したいと思います。併せ

て、詳細並びに一部変更があった場合については、議長に一任することにご異議あ

りませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、議員派遣については、お手元に

配布しておりますとおり決定し、詳細並びに一部変更があった場合については、議

長に一任することに決定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） 以上で、本臨時会に提案されました全議案議了いたしました。

なお、次期議会日程など運営につきましては議会運営委員会に、また、議会広報

につきましては議会広報特別委員会に、交通総合対策につきましては交通総合対策

特別委員会に、町村合併につきましては町村合併検討特別委員会に、企業等誘致に

つきましては企業等誘致特別委員会にそれぞれ付託したいと思います。これにご異

議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、議会運営委員会、議会広報特別

委員会、交通総合対策特別委員会、町村合併検討特別委員会、企業等誘致特別委員

会にそれぞれ付託することに決定しました。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） これで、本日の日程は全部終了しました。

会議を閉じます。

平成１６年第３回高森町議会臨時会を閉会します。

－－－－－－－○－－－－－－－

閉会 午後１時２０分
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。

高森町議会議長

高森町議会議員

高森町議会議員
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